










来所・巡回教育相談って 

      どんなふうにすすめるの？ 

ご相談の内容にもよりますが、大まかに次のよう

な流れで相談を進めます。 

 

予約制です。「ふれあい・すこ

やかテレフォン」に申し込んで

ください。 

 

 

初回面接相談の日時をお知らせ

します。 

 

 

相談の内容等をお聞きするのが

中心になります。 

 

 

原則として同じ担当者が継続し

て面接（カウンセリング）を行

います。 

 

      

     

申し込み 

相談日の通知 

初回面接相談 

面接相談 

相談の終結 

※子どもの相談の場合は、言葉に

よる面接がしにくいことが多いの

で、遊戯療法（プレイセラピー）

を用いることもあります。 

来談者と担当者が相談し、双

方が終了できると判断した場

合、終結とします。 



○子どもの皆さんには 
  幼児、小・中学生（前期）の児童生徒の皆さん

とは、多くの場合「遊び」を通して、週１回～月

１回、50分間の面接を行い、一緒に課題解決を図

ります。中学生（後期）から高校生の皆さんと

は、主にカウンセリングを行うことができます。 

保護者の方と一緒に来ていただく場合は、保護者

とは別の部屋でお会いすることができます。 

 

 

○保護者の方には 
   原則として個別に相談できます。 

 相談の内容等に応じて、臨床心理士又は精神科

医等が週１回～月１回、50分間の面接を行いま

す。 

 

 発達や学習等の課題、不登校やいじめ等、学校

教育に関すること、子育てやしつけなどの家庭教

育に関することの悩みや不安について助言した

り、一緒に考えて解決の方向を探ります。 

 

 

○学校関係者の方には 
 原則として保護者の了解のもとに、児童生徒の

教育上の課題について臨床心理士又は精神科医等

が助言等を行います。 

来所・巡回教育相談って 

        どんなことをしてくれるの？ 
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